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（1）問題・指摘の概要 

調達された機材の大部分は現在でも有効活用されているものの、2011年 12月から 2016

年 3月までの間に、供与された機材の一部（クレーン付トラック 3台、エアーコンプレ

ッサー2台、移動式溶接機 4台等）が故障するなどして使用されなくなっていた。また、

実施機関から（協力準備調査の報告書において、供与後 5年間提出することが合意され

ていた）使用状況報告書が提出されていなかった。 

（2）原因 

協力準備調査の報告書において、使用状況報告書の年一度の提出が合意されていたもの

の、多岐にわたる機材が遠隔地に配備されたため、実施機関において各機材の状況の詳

細把握が困難であった。 

（3）これまでの対応及び現状等 

2015年 1月の調査において一部機材の不具合を確認し、その後、先方実施機関によって

一部の機材は修理され再度活用されることとなった。また、使用状況報告書の提出はな

されていなかったが、2016年に JICAが網羅的な調査を実施し、機材の維持管理状況の

全容を把握するとともに、2019年 11月に機材の使用状況をまとめたモニタリングシー

トが実施機関から提出された。 

他方、事後評価において一部機材の故障が確認されたことから、先方実施機関との間で

機材使用状況を定期的にモニタリング中。 

（4）今後の対応・教訓等 

当初合意した JICAへの定期報告期間 5年を了したことから、JICAによるモニタリング

は終了する予定。 

今後の案件形成に向けた教訓としては、調達機材が持続的に維持管理され有効活用され

ているように先方の実施体制の強化を支援することが挙げられる。 

 


